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柳澤大臣を表敬訪問するケーラーＩＭＦ専務理事（５月 29 日（火）） 

 

<<<<国際機関等との意見交換国際機関等との意見交換国際機関等との意見交換国際機関等との意見交換>>>>    

    
    ケーラーＩＭＦ専務理事の柳澤大臣への表敬ケーラーＩＭＦ専務理事の柳澤大臣への表敬ケーラーＩＭＦ専務理事の柳澤大臣への表敬ケーラーＩＭＦ専務理事の柳澤大臣への表敬
訪問について訪問について訪問について訪問について    
 
 ケーラーＩＭＦ専務理事は、５月末アジアへの
出張の途中に日本に立ち寄り、柳澤金融担当大臣
を始めとする経済関係閣僚を表敬訪問し意見交
換を行った。 
 柳澤大臣との会談（５月 29 日（火））では、
ケーラー専務理事は、「日本経済は大きな地位を
占めており、その動向に大きな関心を寄せている、
各国金融セクターの健全性の維持及び発展につ
いて大きな関心を抱いている」旨の発言がなされ
た。これに対し、柳澤大臣は、不良債権問題を中
心に、ＩＭＦの分析手法に対する当方の考え方、
日米のファイナンスの形態の違い等について説
明をされた。 

 ジョイント・フォーラム天童会合についてジョイント・フォーラム天童会合についてジョイント・フォーラム天童会合についてジョイント・フォーラム天童会合について    
 
 金融庁及び山形県は、本年７月 18日～19日に
山形県天童市において、ジョイント・フォーラム

第 17回会合が開催されると発表した。ジョイン
ト・フォーラムとは、銀行・証券・保険の各分野

に共通する監督上の諸問題を検討・意見交換する

合同会合であり、我が国での初めての開催となる

天童会合には、米英等の 13ヶ国の金融監督当局
の代表者、国際機関が参加する予定。なお、日本

からは、金融庁及び日本銀行が出席する予定。 

 

 

 



 

 

<<<<短期社債等振替法案及び株券等保管振替法改正案の概要について短期社債等振替法案及び株券等保管振替法改正案の概要について短期社債等振替法案及び株券等保管振替法改正案の概要について短期社債等振替法案及び株券等保管振替法改正案の概要について>>>>    

 

１．証券決済システム改革の検討経緯 

 証券決済システムは証券市場の国際競争力を

左右する制度的基盤である。証券取引のグローバ

ル化のなかで、この証券決済システムをより安全

で効率性の高いものに改革していくことが重要

である。 

 米国を始めとする主要国は、証券決済システム

の一層の改善に向けて改革に取り組んでいる。例

えば米国では、株式、社債等について取引日の翌

日における決済（Ｔ＋１）を実現するため、幅広

い市場関係者の参加を得て検討が続けられてい

る。我が国においても、こうした潮流に取り残さ

れることなく、我が国証券市場が力強い国際競争

力を発揮できるよう、証券決済システムの改革に

早急に取り組み、強力に推進していくことが重要

となっている。  

 こうした状況の下で、金融庁は、法務省をはじ

めとする関係省庁や市場関係者とともに、ＣＰの

ペーパーレス化を含む証券決済システムの改革

に取り組んできたところである。 

 具体的には以下の通り。 

 (1)  ＣＰのペーパーレス化 

 現行のＣＰ（コマーシャル・ペーパー）は約束

手形とされており、その性質上、権利の発生、移

転及び行使に券面を必要とする。このことから、 

・ 券面作成事務の負担が大きい 

・ 発行、流通、償還時に資金の受入れ、弁済を

即日に行うことが困難 

等の問題を抱えており、産業界を中心に、現行の

あり方について見直しの要望がなされた。 

  これを背景に、平成 11年 2 月 26 日の経済戦略

会議答申では、「ペーパーレス化を含むＣＰに関

する新たな法制度の整備を行う。」とされた。 

 また、「規制緩和推進３か年計画（改定）」（平

成 11 年 3月 30 日閣議決定）では、このような問

題点を解決するため、券面を必要としないＣＰに

ついて検討を行うこととされた。 

 これらを受けて、大蔵省（当時）及び法務省に

おいて、平成 11 年 4 月以降、学識経験者及び市

場関係者からなる「ＣＰのペーパーレス化に関す

る研究会」（座長：神田秀樹東京大学法学部教授）

を開催し、同研究会において平成 12 年 3 月 29

日に報告書が取りまとめられた。 

(2)  統一的な証券決済法制等の整備 

  平成9年6月の証券取引審議会総合部会の市場

ワーキングパーティー報告書において、「我が国

証券市場の競争力を高めるためには、証券決済制

度の一層の整備が喫緊の課題である」との指摘が

なされた。 平成 11 年 2 月 26 日の経済戦略会議

答申においては、「社債・株式・ＣＰ等の各種証

券の統一決済システムを構築する。」とされた。 

 平成 11 年 9 月には、我が国における証券決済

システム改革のあり方について検討を行うため、

金融審議会第一部会の下に「証券決済システム改

革に関するワーキング・グループ」（座長：池尾

和人慶應大学経済学部教授）が設置され、平成

12 年 6 月 16 日にワーキング・グループ報告書が

取りまとめられた。 

 同報告書では、証券決済に係るリスクとコスト

の低減を図り、使い勝手が良く、我が国証券市場

の国際競争力の強化に資する証券決済システム

を構築することを改革の目標とし、決済期間の短

縮化及びＤＶＰ（Delivery Versus Payment：証

券の引渡しと資金の支払いを相互に条件付け、同

時履行を確保する仕組み）の実現等を図ることと

している。 

(3)  経済対策等 

  日本新生のための新発展政策（平成 12 年 10

月 19 日 経済対策閣僚会議）及び経済構造の変

革と創造のための行動計画（第 3回フォローアッ

プ）（平成 12 年 12 月 1 日 閣議決定）において

は、「ＣＰのペーパーレス化のための法案を次期



 

通常国会に提出する。」「株式、社債等各種有価証

券について決済の迅速化の早期実現を図るとと

もに、統一的なシステムでの決済を可能とするた

めの法的整備を行う。」とされた。 

 さらに、「緊急経済対策」（平成 13 年 4 月 6 日 

経済対策閣僚会議）においても、「証券のペーパ

ーレス化や決済期間の短縮等を図るため、社債、

ＣＰ、国債等について振替制度を創設する等、所

要の法整備を図る」とされている。 

 

２．法案の概要 

(1)  法案の国会提出について 

  上記の通り、証券取引の国際化の下で、証券市

場の国際競争力を左右する基盤である証券決済

システムを、より安全で効率性の高いものに改革

していくことは重要な課題となっており、我が国

証券市場の国際競争力を維持するために、可能な

ものから早急に対応することが必要である。 

 このため、今回はＣＰのペーパーレス化を図る

こととし、「短期社債等の振替に関する法律案」

（新規立法）及び「株券等の保管及び振替に関す

る法律の一部を改正する法律案」が平成 13 年 5

月 24 日に国会に提出された（法務省と共管）。 

（注）両法律案については、6月 14 日現在、国会審議中。 

(2)  短期社債等の振替に関する法律案の概要 

  「短期社債等の振替に関する法律案」は、ＣＰ

のペーパーレス化のための法案で、ペーパーレス

化の法的根拠を確立するため、ＣＰを「短期社債」

と位置づけた上で、商法の特例措置を設けるとと

もに、ペーパーレスの振替制度において、券面の

交付により権利移転を行う場合と同様の流通の

保護を実現するものである。 

・ ペーパーレスＣＰの法的位置づけ 

 ペーパーレスＣＰを短期社債（償還期間１年未

満、最低金額 1億円以上等の要件を満たす社債）

等と位置づけ、その権利の帰属は、原則として振

替口座簿の記録により定まるものとする。また機

動的発行が可能な現行ＣＰの商品性を維持する

ため、取締役会決議により、発行可能期間等を定

めた上で、個別の発行の特定の取締役への委任を

可能とするほか、社債原簿制度、社債管理会社制

度、社債権者集会制度等の適用除外などの商法の

特例措置を設けている。 

・ 短期社債等の振替の効果等 

 券面の存在を前提としない短期社債等の振替

制度において、券面の交付により権利移転を行う

場合と同等の流通の保護を実現するため、所要の

規定を設けている。例えば、短期社債の譲渡、質

入れについて、振替の申請による、譲受人、質権

者の口座における増額の記録を効力要件として

いる。また加入者は、悪意又は重大な過失がある

ときを除き、振替の申請により、その口座におい

て増額の記録を受けた短期社債等に係る権利を

善意取得するとしている。 

・  振替機関 

 振替機関は、民商法上の特別の法的効果を伴う

口座簿の管理者としての適格性・信頼性を有し、

かつ、振替業を安定的・継続的に遂行できる者で

ある必要がある。このような観点から、振替機関

の指定については、振替業を適正かつ確実に遂行

するに足りる財産的基礎及び人的構成を備える

株式会社であること等の一定の水準に達してい

ることを要件とする。 

(3)  株券等の保管及び振替に関する法律の一部

を改正する法律案の概要 

  「株券等の保管及び振替に関する法律の一部

を改正する法律案」は、証券決済システムの担い

手である保管振替機関の組織形態について、資金

調達方法の多様化、業務の効率化等を実現するた

め、現行の公益法人形態を株式会社形態に改める

もの。 

・ 保管振替機関につき、公益法人形態から株式

会社形態への変更 

 保管振替機関の組織形態について、資金調達方

法の多様化や競争可能性の確保による業務の効

率化等の観点から、現行の公益法人形態から株式

会社形態に改める。 

・ 保管振替業の公共性の確保 

 保管振替業は、民商法上の特例効果を伴った口

座簿の管理を行うものであり、一般投資家の権利



 

関係に直接影響を及ぼすため、業務を公正、的確

に遂行できるだけの財産的基礎と人的構成を備

える株式会社を指定する制度をとることとして

いる。最低資本金及び最低純資産の規定（５億円

以上で政令で定める金額）、業務範囲の制限、業

務規定の認可制など、公益性の確保を図るために

必要最小限の規制・監督を行うこととしている。 

 

３．今後の発展方向 

 今後とも政府は、我が国証券市場の国際競争力

の維持・向上のため、今般の法整備をベースとし

て、統一的証券決済法制の完成に向けて証券決済

システムの改善を更に進めることとしている。

 



 

 

<<<<証券取引法上の開示手続の電子化のための法令関係の措置について（ＥＤＩＮＥＴ）証券取引法上の開示手続の電子化のための法令関係の措置について（ＥＤＩＮＥＴ）証券取引法上の開示手続の電子化のための法令関係の措置について（ＥＤＩＮＥＴ）証券取引法上の開示手続の電子化のための法令関係の措置について（ＥＤＩＮＥＴ）>>>>    

 

１．序 

 先の通常国会において、「証券取引法及び金融

先物取引法の一部を改正する法律（平成 12年法

律第 96 号）」が成立し、証券取引法上の開示手

続について電子化を図るための証券取引法等の

改正措置等が行われた。 

 また、当該法律改正を受けて、平成 13 年６月

１日から施行される第一段階の開示手続の電子

化のため、政令及び内閣府令の改正措置も本年

４月までに行われた。 

 これらについての概要は以下の通り。 

 

２．法律改正の主要点 

(1)章の新設（第二章の四） 

 「第二章の三 株券等の大量保有の状況に関す

る開示」の次に、「第二章の四 開示用電子情報

処理組織による手続の特例等」の章が新設され、

証券取引法上の開示制度の電子化のための規定

の整備を図るための改正の基幹部分が整備され

た。 

(2)電子開示手続の定義等（第二十七条の三十の

二、第二十七条の三十の三） 

 二十七条の三十の二において、有価証券報告書

等の開示書類を電子的に提出するための電子情

報処理組織（法律上の用語としては「開示用電

子情報処理組織」。即ち所謂ＥＤＩＮＥＴシステ

ムのこと、以下本文では「ＥＤＩＮＥＴ」と表

記する。）と、ＥＤＩＮＥＴで行うことができる

手続を規定している。 
（注）ＥＤＩＮＥＴ 
 Electronic Disclosure for Investors' Network の略。 
(3)証券取引所及び証券業協会との連結（第二十

七条の三十の六） 

 第二十七条の三十の六では、開示書類が電子的

に提出された場合の証券取引所又は証券業協会

への通知について規定している。 

 ＥＤＩＮＥＴでの書類提出（磁気ディスクによ

る提出の場合を含む。以下、特に断りのない限

り同じ。）ではない場合（従来の紙の書面での提

出の場合）には、提出者が写しを証券取引所又

は証券業協会に送付することになっている。こ

れを電子化に伴う措置として、内閣府の電子計

算機（関東財務局に設置されているＥＤＩＮＥ

Ｔのホストコンピュータのこと。以下「ホスト

コンピュータ」と表記する。）と証券取引所及び

証券業協会の入出力装置（端末）を専用回線で

連結し、提出者からの写しの送付に替えて、通

知することができるようにしたものである。 

(4)電子的に提出された場合の公衆縦覧（第二十

七条の三十の七、第二十七条の三十の八、第二

十七条の三十の十） 

 従来の紙の書面で有価証券報告書等が提出さ

れた場合には、その提出された有価証券報告書

等を縦覧に供してきたものであるが、これがＥ

ＤＩＮＥＴで提出された場合の特例措置につい

て、第二十七条の三十の七（財務局での縦覧）、

第二十七条の三十の八（証券取引所及び証券業

協会での縦覧）及び第二十七条の三十の十（提

出企業での縦覧）において規定している。 

(5)経過措置（附則第六条、附則第七条） 

 上記（１）で言及したように、証券取引法上の

開示手続の電子化については、段階的に行われ

るため、新設される第二章の四の各条文のうち

平成 13 年６月から施行される規定は一部であ

る。 

 とりわけ、平成 16 年６月までの経過期間中に

おける「電子開示手続」のＥＤＩＮＥＴでの提

出は任意であるため、その経過期間中における

ＥＤＩＮＥＴでの提出による手続等について、

改正法の附則において定めている。 

 第一段階の電子化に関係する部分としては、改

正法附則第六条及び改正法附則第七条において

「電子開示手続」のうち、有価証券報告書等の



 

提出等の既に発行している有価証券についての

流通時の開示手続を「流通開示手続」として定

義し、この「流通開示手続」を経過期間中にＥ

ＤＩＮＥＴで提出する場合の手続等について規

定している。 

 なお、前述したように、平成 16 年６月までの

経過期間中においてはＥＤＩＮＥＴでの提出は

任意であるが、改正法附則第七条第一項の規定

により、一旦ＥＤＩＮＥＴで書類を提出した者

は、原則として以後は全てＥＤＩＮＥＴで提出

する義務を負うこととなっており、再度紙の書

面の提出によって手続を行うことは基本的にで

きないことになっている。 

 

３．政令での措置 

(1)第三章の三 

① 財務局での公衆縦覧（第十四条の十条） 

 本条では、法第二十七条の三十の七の規定によ

る金融庁長官（内閣総理大臣）のＥＤＩＮＥＴ

で提出された書類の公衆縦覧の方法を規定した

ものである。 

 各財務局において、「その使用に係る（他人の

パソコンではなく財務局のものという意味）」パ

ソコンの「映像面に表示して」縦覧に供するこ

ととしている。 

② 証券取引所及び証券業協会での公衆縦覧（第

十四条の十一） 

 前条が政府の縦覧規定であったのに対し、本条

は証券取引所及び証券業協会での縦覧規定であ

る。法第二十七条の三十の八の規定の委任を受

け、具体的な縦覧方法を規定している。規定ぶ

りは前条とほぼ同じである。 

(2)改正令附則 

① 電子的に流通開示手続を行う方法（改正令附

則第二条） 

 ２．（５）で言及したように、経過期間中のＥ

ＤＩＮＥＴ関連手続については主として改正法

の附則において定められている。よって、改正

法附則で政令に委任された事項についても、改

正令附則において規定されている。これは内閣

府令においても同様で、本条第一項では、経過

期間中に実際にＥＤＩＮＥＴで流通開示手続を

行う場合の方法について定めている。 

 まず、「文書をもって・・・書面に記載すべき

事項」を「入出力装置・・・から入力して流通

開示手続を行わなければならない」となってお

り、記載事項を各提出企業のパソコンから入力

するものとして規定している。 

 また、本条第二項では、流通開示手続について

の届出原則が定められている。ＥＤＩＮＥＴで

書類を提出する際には、予め届け出なければな

らないこととなっているものである。 

② 磁気ディスクの提出による方法（改正令附則

第三条） 

 改正法附則第六条第三項の規定により、電気通

信回線の故障等の場合には承認を得た上で磁気

ディスクで提出できることとなっている。本条

では、そのような磁気ディスクの提出によって

手続を行う場合について規定している。 

 まず、第一項では、承認を受けるためには、「磁

気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定

める事項を記載した書面」を提出することを規

定し、第二項では、承認を得た者が磁気ディス

クによって提出する場合には、「記載すべきこ

ととされている事項を記録した磁気ディスク」

を提出することを定めている。 

③ 適用除外事由（改正令附則第四条） 

 ２．（５）で言及したように、平成 13 年６月ま

での経過期間中であっても、改正法附則第七条

第一項の規定により、一度ＥＤＩＮＥＴで提出

した場合には以後全部ＥＤＩＮＥＴで提出しな

ければならないこととなっている。これについ

ての適用除外規定が改正法附則第七条第三項に

おいて定められており、そこでは、ホストコン

ピュータの故障の場合、政令で定める事由があ

る場合及びＥＤＩＮＥＴによることが著しく困

難であると認められる場合の三つの場合が規定

されている。これらに該当する場合には、承認



 

を得て紙の書面で提出することができることと

なっている。 

 本条は上記改正法附則第七条第三項で政令に

委任された「政令で定める事由がある場合」を

定めたものである。 

 ここでは、「政令で定める事由」としては、「電

力の供給が断たれた・・・電子計算機を稼働さ

せることができない場合」と規定しているが、

これは例えば、長期にわたる停電の場合（（注）

通常の停電の場合には、適用除外承認申請をす

る前に復旧してしまい、そもそも承認が求めら

れること自体考えにくい。）には、ホストコンピ

ュータは故障していなくとも実際には動かせな

いわけであり、実質的には故障による場合と変

わらない状況にあることから、こういった場合

にも、故障同様ＥＤＩＮＥＴでの提出を求めな

いこととしているものである。 

 

４．内閣府令での措置 

(1)本則 

① 提出企業での公衆縦覧（企業内容等の開示に

関する内閣府令第二十三条の五） 

 ＥＤＩＮＥＴによる場合の財務局又は証券取

引所若しくは証券業協会での縦覧方法について

は、政令で規定されているが、提出企業での縦

覧については、内閣府令に委任されていること

によるものである。 

 縦覧の具体的な方法については、政令での規定

ぶりとほぼ同様であり、本条第二項において、

「縦覧に供する者の本店及び主要な支店におい

て」と場所を特定し、「その使用に係る電子計算

機」と占有主体を限定し、「入出力装置の映像面

に表示して」と具体的な方法を規定している。 

 なお、外国債等の発行者の内容等の開示に関す

る内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に

関する内閣府令でも、同様の表現で条文が新設

されて規定されている。 

(2)改正府令附則 

① 適用除外承認申請（改正府令附則第三条） 

 本条は改正法附則第七条第四項の規定の委任

を受け、ＥＤＩＮＥＴによる提出の適用除外を

求めるための承認手続を定めたものである。 

 ２．（５）及び３．（２）③で言及したように、

平成１３年６月までの経過期間中であっても、

改正法附則第七条第一項の規定により、一度Ｅ

ＤＩＮＥＴで提出した場合には以後全部ＥＤＩ

ＮＥＴで提出しなければならないこととなって

いる。 

 従って、一度ＥＤＩＮＥＴで提出した者が、法

令で規定する事由に該当する場合に、紙の書面

で書類を提出する際には、本条の規定により、

第一号様式に必要事項を記載して承認申請する

こととなる。 

② 電子的に流通開示手続を行う方法（改正府令

附則第四条） 

 本条は、ＥＤＩＮＥＴで書類を提出する場合

（磁気ディスクによる場合を除く。）の手続につ

いて、改正令附則第二条第一項の委任を受けて、

さらに手続の詳細について規定している。規定

されている手続のうち、留意すべき点は以下の

通り。 

 まず、「識別番号及び暗証番号を入力して」と

あるが、このＥＤＩＮＥＴ以外にも各種の電子

的に書類を提出するシステムは存在しており、

そのようなシステムにおいてそれぞれセキュリ

ティを確保するため、様々な本人確認のための

手法がとられているが、このＥＤＩＮＥＴにお

いては識別番号と暗証番号、即ち、ＩＤとパス

ワードによって本人確認とセキュリティを確保

することとなっている。 

 次に、「・・・接続し、・・・入力できる方式で、

入力を行わなければならない」とあり、これは、

ＥＤＩＮＥＴでの提出の要件として、ホストコ

ンピュータに接続しなければならないこと、及

びホストコンピュータに入力できる作成形態で

入力しなければならないこと、の二点を定めて

いるものである。 

 また、記載事項のうち署名と押印については省



 

略できることとなっている。 

③ 届手続出（改正府令附則第五条） 

 本条は、改正令附則第二条第二項の規定の委任

を受けて規定された、ＥＤＩＮＥＴでの書類の

提出のための届出手続の規定である。 

 まず、本条第一項の規定によると、この届出の

手続は、「電子開示システム利用届出書」と「提

出者登録届出書」の提出という、二段階の届出

手続が求められている。 

 また、同項では、「提出者登録届出書」の提出

の際には、添付書類として登記簿謄本、定款又

は約款及び印鑑登録証明書の提出が求められて

いる。但し、第二項及び第三項において、特定

有価証券の発行会社及び外国会社についての例

外措置が定められている。 

 また、第五項では識別番号と暗証番号の付与に

ついて、第六項では届出内容に変更があった場

合の変更届について、第七項では届出手続は施

行日前にも行えることを、それぞれ規定してい

る。 

④ ディスク提出承認手続（改正府令附則第六

条） 

 本条第一項では、改正令附則第三条第一項の規

定の委任を受けて、磁気ディスクでの提出の場

合の手続の詳細について定めている。具体的に

は、第四号様式により承認申請をする、という

ことである。 

⑤ 磁気ディスクの提出による方法等（改正府令

附則第七条） 

 本条は、改正令附則第三条第二項の規定の委任

を受けて、磁気ディスクによって流通開示手続

を行う場合の詳細を定めている。 

 「入力できる方式」及び「押印及び署名につい

ては省略することができる」は、改正府令附則

第四条のＥＤＩＮＥＴでの提出（磁気ディスク

による場合を除く。）と同様の規定ぶりである。 

 



 

<<<<主な出来事主な出来事主な出来事主な出来事>>>>（５月）（５月）（５月）（５月）    

    

９日（水）９日（水）９日（水）９日（水）    ・事務ガイドライン改正（金融会社関係、証券会社等関係）・事務ガイドライン改正（金融会社関係、証券会社等関係）・事務ガイドライン改正（金融会社関係、証券会社等関係）・事務ガイドライン改正（金融会社関係、証券会社等関係）    

10101010 日（木）日（木）日（木）日（木）    ・投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案の公表（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｺﾒﾝﾄ）・投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案の公表（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｺﾒﾝﾄ）・投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案の公表（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｺﾒﾝﾄ）・投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案の公表（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｺﾒﾝﾄ）    

11111111 日（金）日（金）日（金）日（金）    ・「ジョイント・フォーラム天童会合について」発表・「ジョイント・フォーラム天童会合について」発表・「ジョイント・フォーラム天童会合について」発表・「ジョイント・フォーラム天童会合について」発表    

・千葉県商工信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分・千葉県商工信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分・千葉県商工信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分・千葉県商工信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分    

・企業会計審議会固定資産部会開催（第９回）・企業会計審議会固定資産部会開催（第９回）・企業会計審議会固定資産部会開催（第９回）・企業会計審議会固定資産部会開催（第９回）    

14141414 日（月）日（月）日（月）日（月）    ・株式会社新潟中央銀行に対する管理を命ずる処分・株式会社新潟中央銀行に対する管理を命ずる処分・株式会社新潟中央銀行に対する管理を命ずる処分・株式会社新潟中央銀行に対する管理を命ずる処分の取消しの取消しの取消しの取消し    

・ 振興信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し振興信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し振興信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し振興信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し    

・ 株式会社東京スター銀行に対する銀行業及び担保附社債に関する信託事業の免許株式会社東京スター銀行に対する銀行業及び担保附社債に関する信託事業の免許株式会社東京スター銀行に対する銀行業及び担保附社債に関する信託事業の免許株式会社東京スター銀行に対する銀行業及び担保附社債に関する信託事業の免許    

16161616 日（水）日（水）日（水）日（水）    ・金融審議会金融分科会第二部会開催（第４回）・金融審議会金融分科会第二部会開催（第４回）・金融審議会金融分科会第二部会開催（第４回）・金融審議会金融分科会第二部会開催（第４回）    

17171717 日（木）日（木）日（木）日（木）    ・顧問会議開催（第・顧問会議開催（第・顧問会議開催（第・顧問会議開催（第 11111111 回）回）回）回）    

・金融審議会金融分科会特別部会開催（第・金融審議会金融分科会特別部会開催（第・金融審議会金融分科会特別部会開催（第・金融審議会金融分科会特別部会開催（第 4444 回）回）回）回）    

18181818 日（金）日（金）日（金）日（金）    ・企業会計審議会第二部会開催（第・企業会計審議会第二部会開催（第・企業会計審議会第二部会開催（第・企業会計審議会第二部会開催（第 18181818 回）回）回）回）    

        ・企業会計審議会第一部会開催（第９回）・企業会計審議会第一部会開催（第９回）・企業会計審議会第一部会開催（第９回）・企業会計審議会第一部会開催（第９回）    

・信用組合三重商銀に対する管理の終了期限の延長・信用組合三重商銀に対する管理の終了期限の延長・信用組合三重商銀に対する管理の終了期限の延長・信用組合三重商銀に対する管理の終了期限の延長    

22222222 日（火）日（火）日（火）日（火）    ・金融税制に関する研究会開催（第７回）・金融税制に関する研究会開催（第７回）・金融税制に関する研究会開催（第７回）・金融税制に関する研究会開催（第７回）    

23232323 日（水）日（水）日（水）日（水）    ・金融審議会金融分科・金融審議会金融分科・金融審議会金融分科・金融審議会金融分科会第二部会・金融機能の向上に関するワーキンググループ合同会会第二部会・金融機能の向上に関するワーキンググループ合同会会第二部会・金融機能の向上に関するワーキンググループ合同会会第二部会・金融機能の向上に関するワーキンググループ合同会

合開催（第５回）合開催（第５回）合開催（第５回）合開催（第５回）    

25252525 日（金）日（金）日（金）日（金）    ・企業会計審議会固定資産部会開催（第・企業会計審議会固定資産部会開催（第・企業会計審議会固定資産部会開催（第・企業会計審議会固定資産部会開催（第 10101010 回）回）回）回）    

・春江信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分・春江信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分・春江信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分・春江信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分    

28282828 日（月）日（月）日（月）日（月）    ・信用組合大阪商銀に係る管理を命ずる処分の取消し・信用組合大阪商銀に係る管理を命ずる処分の取消し・信用組合大阪商銀に係る管理を命ずる処分の取消し・信用組合大阪商銀に係る管理を命ずる処分の取消し    

29292929 日（火）日（火）日（火）日（火）    ・ケーラーＩＭＦ専務理事の大臣表敬訪問・ケーラーＩＭＦ専務理事の大臣表敬訪問・ケーラーＩＭＦ専務理事の大臣表敬訪問・ケーラーＩＭＦ専務理事の大臣表敬訪問    

30303030 日（水）日（水）日（水）日（水）    ・「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」（案）の概要の公表（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｺﾒﾝﾄ）・「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」（案）の概要の公表（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｺﾒﾝﾄ）・「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」（案）の概要の公表（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｺﾒﾝﾄ）・「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」（案）の概要の公表（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｺﾒﾝﾄ）    

        ・東京三菱証券株式会社に対する行政処分・東京三菱証券株式会社に対する行政処分・東京三菱証券株式会社に対する行政処分・東京三菱証券株式会社に対する行政処分    

31313131 日（木）日（木）日（木）日（木）    ・顧問会議開催（第・顧問会議開催（第・顧問会議開催（第・顧問会議開催（第 12121212 回）回）回）回）    

・金融トラブル連絡調整協議会開催（第５回）・金融トラブル連絡調整協議会開催（第５回）・金融トラブル連絡調整協議会開催（第５回）・金融トラブル連絡調整協議会開催（第５回）    
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